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は  じ  め  に 

 

 

近畿における「交通環境対策アクションプラン」について 

～平成 20 年度フォローアップ～ 

 

 近畿運輸局及び神戸運輸監理部では、４本の柱（地球温暖化問題への取組、

大気汚染問題への取組、循環型社会の形成に向けた取組、海洋汚染対策・プレ

ジャーボート関係環境対策）を軸に「近畿における交通環境対策アクションプ

ラン」を策定し、積極的に交通環境対策の取組を展開しています。 

 このほど、平成 20 年度に策定したアクションプランの内容に対する実際の

取組結果を取りまとめた「交通環境対策アクションプラン 平成２０年度フォ

ローアップ」を作成しました。 

 ２０年度は、特に新規重点事項５項目を定め取組むとともに、交通環境対策

の４本の柱のうち、地球温暖化問題及び大気汚染問題に対し積極的な取組を展

開しました。引き続きこれらの取組結果をもとに交通環境対策を一層進めて参

ります。 

 

（ 近 畿 運 輸 局 http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/ と 神 戸 運 輸 監 理 部 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/のホームページでご覧いただけます。） 

 

平成２１年１０月    

近 畿 運 輸 局  

神戸運輸監理部  
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平成２０年度 

交通環境対策アクションプラン 

（新規重点事項への取組み） 
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平成20年度の「交通環境対策アクションプラン」では、新規重点事項として以下の５つの施策を新 

たに実施するとともに、その他、多様な施策を展開することにより交通関係の環境問題に積極的に取

り組んで行きます。 

 

 

平成２０年度（2008年）は、1997年に締結された京都議定書の第一約束期間の開始の年であり、ま

た北海道洞爺湖において開催される主要国首脳会議（Ｇ８サミット）では、地球温暖化問題が重要な

テーマとなります。これらのことから、今年度は環境問題に対してより多くの国民の大きな関心が向

けられる年となると考えられます。 

このような中、近畿運輸局及び神戸運輸監理部では、ＣＯ２の排出量削減をはじめとして、交通に 

関する環境改善をより一層促進させるため、平成20年度において年間を通じて近畿地区の幅広い層

を対象に交通環境の改善のための行動を働きかけるイベントやプロジェクトを展開します。 

 

 

交通関係における環境対策の一層の進展を図るため、交通分野における環境保全に著しく貢献のあ

った方々に対して、近畿運輸局長及び神戸運輸監理部長による表彰を行います。 

神戸運輸監理部：平成20年 7月を予定 

近 畿 運 輸 局：平成20年11月を予定 

 

 

地域の公共交通の活性化、利便性向上に向けた取組に対し、新たに「地域公共交通の活性化・再生

総合事業」「低炭素地域づくり面的対策推進事業」等の制度による総合的な支援を行い、自動車利用

の抑制と公共交通機関の一層の利用促進を図ります。 

なお、近畿運輸局管内では、本年１月の京都府丹後地域（宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）

をはじめ、３月末までに１３地域において地域公共交通総合連携計画が策定されております。 

 

 

 

環境負荷の軽減や公共交通機関への利用転換を図るため、「エコ通勤」の推進に向けて、自治体及

び事業所への積極的な支援を行います。 

 

 

 

低公害車普及促進対策費補助制度等を活用して、ＣＮＧ車等低公害車の導入を促進するとともに、

ＣＮＧ車普及促進モデル事業指定地域における集中的・計画的なＣＮＧ車の普及を推進します。また、

近畿一円の黒煙ゼロの街づくりをめざし、実施エリアの拡大を図るため平成20年3月に設置した「近

畿黒煙ゼロ推進連絡協議会」を通じ、自治体・企業等と情報交換を図りながら推進します。 

なお、ＣＮＧ車普及促進モデル事業指定地域については、これまでに、西宮市、関空・りんくう地

区、尼崎市の3カ所を指定していますが、平成20年度には、八尾市、和歌山市、福知山市の3カ所を

新たに追加する予定です。 

平成２０年度交通環境施策の新規重点事項 

１．「地球にエ～コ（よい子）♪“エコ交通”２００８」キャンペーンの実施 

２．交通分野での環境保全に貢献のあった方々への顕彰制度の創設 

３．低炭素社会に向けた公共交通機関の利用促進のための新たな取り組みの展開 

４．エコ通勤の推進 

５．新たな協議会を通じた黒煙ゼロの街づくりの推進 



 4 

 

 

 

１．「地球にエ～コ（よい子）♪”エコ交通２００８」キャンペーンの実施（Ｐ１０一部再掲） 

 近畿運輸局及び神戸運輸監理部では、ＣＯ２の排出量削減をはじめとして交通に関する環境改善を

より一層促進させるため、平成 20 年度において年間を通じて近畿地区の幅広い層を対象に交通環境の

改善のための行動を働きかけるイベントやプロジェクトを展開し、環境に対する理解を得ることがで

きました。（以下主な事業） 

 

              
○環境・まちづくりフォーラム in 京都      ○環境フェア inＫＯＢＥへの出展 

キックオフイベント（3/30）              （5/23～5/26） 

 

4

どうして熱くなるのだろうか？

http://www.jccca.org/

温室効果ガスが増加
すると地球を包む厚い
「おふとん」を重ねた
状態になる

温室効果ガス
＝代表的なものが
二酸化炭素（CO2）

            
○交通エコロジー教室の開催          ○ニューアース 2008 への出展 

（11/8）                 （11/25～28） 

                                                                                                

２．交通分野での環境保全に貢献のあった方々への顕彰制度の創設（Ｐ２０再掲） 

 交通関係における環境対策の一層の進展を図るため、交通分野における環境保全に著しく貢献のあ

った方々に対して、近畿運輸局長による表彰を行い、交通関係における環境対策の一層の進展を図

ることができました。 

 

     

 

  

 

＜受賞者＞ 

 

 京都府 

 神戸市 

 株式会社住友倉庫 

 京阪電気鉄道株式会社 

中之島高速鉄道株式会社 

 井阪運輸株式会社 

 商運海運有限会社 

近畿運輸局長表彰（平成 20 年 10 月 31 日） 

2 自治体、5事業者を表彰 

平成２０年度交通環境施策の新規重点事項へのフォローアップ 
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３．低炭素社会に向けた公共交通機関の利用促進のための新たな取組みの展開（Ｐ１０一部再掲） 

 地域の公共交通の活性化、利便性向上に向けた取組に対し、新たに「地域公共交通の活性化・再生

総合事業」「低炭素地域づくり面的対策推進事業」等の制度による総合的な支援を行い、自動車利用

の抑制と公共交通機関の一層の利用促進を図りました。 

 

 地域公共交通の活性化・再生を推進する取組みへの支援については、新たに 22 地域で地域公共交通

総合連携計画が策定（当局管内では、合計 35 の地域において策定）され、地域の実情に応じた地方鉄

道の活性化、コミュニティーバスの実証運行、公共交通の利用促進など事業が実施されています。 

  

◇ 鉄道、バス・乗合タクシー、旅客船の実証運行（運航）
・ 鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
・ コミュニティバス・乗合タクシーの導入・路線バス活性化
等のための実証運行

・ 旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更等の実証運航 等
◇ 車両関連施設整備等

・ バス車両購入費、車両・船舶関連施設
整備、バス停等待合い環境整備、
デマンドシステムの導入 等

◇ スクールバス、福祉バス等の活用
◇ 乗継円滑化等

・ 乗継情報等の情報提供、ＩＣカード導入、
Ｐ＆Ｒ・Ｃ＆Ｒの推進、ボランティア
センター設置・運営 等

◇ 公共交通の利用促進活動
・ レンタサイクル、イベント、広報、乗継割引
運賃・周遊切符等のシステム設計 等

◇ 新地域旅客運送事業の導入円滑化
◇ その他地域の創意工夫による事業

地域公共交通活性化・再生総合事業地域公共交通活性化・再生総合事業

新支援制度による支援

策定支援

取組支援

（例）

地域公共交通活性化・再生総合事業計画 （３年）

地域公共交通総合連携計画
地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進

するための計画

うち協議会が実施する事業

＜制度の特徴＞
【計画的取組の実現】

・計画に対する補助で、計画的な事業実施が可能

【協議会の裁量確保】
・事業をパッケージで一括支援
・メニュー間、年度間における柔軟な事業の実施

【地域の実情に応じた支援の実現】
・地域の実情に応じた協調負担の実現

【事業評価の徹底】
・成果を事後評価し、効率的・効果的な事業実施を確保

＜補助率等＞

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年10月1日施行）

市町村 公共交通事業者 道路管理者 住民港湾管理者 公安委員会 等

協議会

○「地域公共交通総合連携計画」（法定計画）策定経費
定額

○総合事業計画に定める事業に要する経費

・実証運行（運航） １／２

・実証運行（運航）以外の事業 １／２ （※）

（※）政令市が設置する協議会の取り組む事業 １／３

・協議会の参加要請応諾義務
・計画策定時のパブリックコメント実施
・計画作成等の提案制度
・協議会参加者の協議結果の尊重義務

 
 
 

※１ グレー表示は平成２０年度認定地域
ブルー表示は平成２１年度新たに認定
した地域 （平成２１年５月現在）

大津市

木津川市

多可町

加西市

西宮市

養父市

篠山市

吉野町

和泉市

川上村

岩出市

和歌山県

大阪府

京都府
兵庫県

奈良県

滋賀県

王寺町、河合町、上牧町
斑鳩町、三郷町

紀の川市

彦根市

「地域公共交通総合連携計画」の策定状況
「地域公共交通活性化・再生総合事業計画」の認定状況 （近畿運輸局管内）

佐用町

余呉町※連携計画策定のみ

高月町※連携計画策定のみ

福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、
伊根町、与謝野町、豊岡市

湖北町

東近江市（能登川地域）

舞鶴市

豊岡市

朝来市

西脇市

新温泉町

香美町

宇陀市

大和郡山市

五條市

有田市

天理市

日高川町

長岡京市

近江八幡市

和歌山市、紀の川市

３５５１１１７４７

計和歌山県大阪府兵庫県奈良県京都府滋賀県
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また、低炭素地域づくり面的対策推進事業においては、環境省と国土交通省との連携による支援と

して５地域（京都都市圏（京都府）、堺市、茨木市・箕面市、摂津市、尼崎市）がモデル地域として

選定され、その内、当局関係の２地域に対し低炭素地域づくり計画の策定等を支援しました。 

 

低炭素地域づくり計画

低炭素地域づくり面的対策推進事業

◆CO2削減目標の設定

◆目標達成のための施策
・自動車交通需要の抑制策
・公共交通機関の利用促進策
・効率的な土地利用の促進策
・未利用エネルギーや再生可能エネルギーの活用
・エネルギーの効率的利用の促進策

・自然資本の活用による低炭素化 等

【目的】 自動車交通需要の抑制、公共交通の利便性の向上、未利用エネルギーや自然資本
の活用により、低炭素社会のモデルとなる地域づくりを実現する。

－ 拠点集約型地域・都市構造の構築
 鉄道駅、中心市街地に都市機能を集約化

 渋滞解消のための道路整備から自動車交通需要の抑制

 公共交通機関、自転車利用の促進等

－ 未利用エネルギー、再生可能エネルギーの導入等、市街地再編に併せて徹底的に低炭素化

地球温暖化対策地域協議会
地方公共団体・交通事業者・大規模商業施設・地域住民 等

環境省 国土交通省委託 助言

CO2削減目

標の仮設定

CO2 削減シ
ミュレーショ
ンの実施

複数施策を面的に盛
り込んだ低炭素地域
づくり計画を策定

トランジットモールと
パークアンドライドの導
入

ICカードによるエコポイ

ントを活用した公共交
通機関の利用促進

コミュニティ・サイクルや
カーシェアリングの導入

太陽熱供給システムを
導入した集合住宅の整
備

再開発を機とした地域
冷暖房の導入

風の通り道や地域冷熱
源となる緑地の確保

初年度 次年度

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．エコ通勤の推進（Ｐ２２再掲） 

 環境負荷の軽減や公共交通機関への利用転換を図るため、「エコ通勤」の推進に向けて自治体

や事業所への支援を行い、７事業所の取組みに対して、近畿公共交通利用推進等マネジメント協

議会会長から「エコ通勤」認定証を交付しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都都市圏 

（京都府） 

京都都市圏の各世帯に、かしこく車を利用するた

めの情報提供を進め、併せて学研都市での職場モビ

リティ・マネジメントと府庁周辺でのカーシェアリ

ングや電気自動車の普及に向け実現可能性を検証

し、低炭素地域づくりを推進する。 

尼崎市 

（兵庫県） 

公害訴訟等を背景に環境問題に関心の深い尼崎

市エリアを対象に、自動車から公共交通利用転換を

図るため、駅でのバス乗り継ぎ情報提供、モビリテ

ィ・マネジメント手法等の適用によるＣＯ２削減シ

ュミレーションを行う。 

１ (株)神戸製鋼所 加古川製鉄所 

２ 京都市（市長部局） 

３ 京都市（消防局） 

４ 京都市（交通局） 

５ 京都市（上下水道局） 

６ 京都市（教育委員会事務局） 

７ 亀岡市 

モビリティ・マネジメントによる「エコ通勤」の推進

従業員の通勤手段をマイカーから公共交通や自転車などに転換することを促す取組です。

「エコ通勤」とは

・渋滞の発生

・周辺環境の悪化

・交通事故

取組前 取組後

「エコ通勤」
の実施

自宅・社宅・寮 等

オフィス、工場 等

自宅・社宅・寮 等

オフィス、工場 等

相乗り

バス

バス

駅等駅等

企業、自治体等

エ
コ
通
勤
事
業

の
応
募

国土交通省
（公共交通マネジメント協議会 ）

受
理
（
随
時
受
付
）

事
業
開
始

国の補助（低炭素、活プロ等）
※条件があった場合に補助

・ＣＯ２削減
・企業イメージＵＰ
・公共交通の活性化

ＣＯ２排出量を

８５万トン削減

Ｈ
Ｐ
に
て
取
組
み

状
況
を
公
表

マイカー通勤を１割の公共
交通機関等へ利用転換

全国６万の事業所で
「エコ通勤」実施
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５．新たな協議会を通じた黒煙ゼロの街づくりの推進（Ｐ２４再掲） 

 低公害車普及促進対策費補助制度等を活用して、ＣＮＧ車等低公害車の導入を促進するとともに、

ＣＮＧ車普及促進モデル事業指定地域における集中的・計画的なＣＮＧ車の普及を推進しました。 

 また、近畿一円の黒煙ゼロの街づくりをめざし、実施エリアの拡大を図るため平成 20 年 3 月に設置

した「近畿黒煙ゼロ推進連絡協議会」を通じ、自治体が開催する環境イベントで啓発活動を行いまし

た。 

 なお、ＣＮＧ車普及促進モデル事業指定地域として八尾市の指定を行うとともに、導入に関して支

援を行いました。 

 

 

 
 
 

導 入 車 両 数 ＣＮＧ車普及促進 

モデル事業指定地域 
平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

西宮市 

（平成 17 年度指定） 
１１ １７ １０ １０ 

関空・りんくう地区 

（平成 18 年度指定） 
－ ２８ ３４ １７ 

尼崎市 

（平成 19 年度指定） 
－ － ３５ ３１ 

八尾市 

(平成 20 年度指定） 
－ － － １０ 

※国土交通省補助制度等を活用した低公害車導入実績     

※このイメージ図は、近畿 2 府 4
県に連携地域が広がる様子を表

現しており、実際の連携とは異

なっています。 
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平成２０年度 

交通環境対策アクションプラン 

（4 本の柱に対する取組み） 
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  近畿運輸局及び神戸運輸監理部では、４本の柱（地球温暖化問題への取組、大気汚染問題への取

組、循環型社会の形成に向けた取組、海洋汚染対策・プレジャーボート関係環境対策）を軸に「近畿

における交通環境対策アクションプラン」を策定し、積極的に交通環境対策の取組を展開しています。 

 ２０年度は特に、地球温暖化問題への取組及び大気汚染問題への取組に対し積極的な取組を展開し 

ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近畿地区における低公害車導入状況 

0

100

200

300

平成16年度末 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末

低
公
害

車

（
万

台

）

0

200

400

600

800

登

録
車

（
万
台

）

低公害車

登録車

 
平成 21 年 3 月末現在の近畿地区（福井県を含

む。）における低公害車（低燃費かつ低排出ガス認

定車含む。）保有台数は約 277 万台となり、目標の

「平成 20 年度末に 300 万台」には届きませんでした

が、平成 19 年度末と比べ約 25 万台（9％）増となり

ました。今後も自治体等の環境イベント等に参画し

て普及啓発活動を推進します。 

街頭検査の実施状況 

検査回数 
427 回 

（うち燃料検査回数 25 回） 

検査台数 
13,757 台 

（うち燃料検査台数 198 台） 

整備命令 

交付台数 

618 台 

（うち燃料検査台数 0 台） 

13,757 台の検査を行い、618 台（検査台数の

4.5％）に対し整備命令を行いました。 

  また、不正軽油使用の排除のための燃料検査

を行い、検査台数の約 1％に適正燃料使用を促す

警告書を交付しました。 

 街頭検査で実施する騒音、排ガス検査を通して、

引き続き自動車使用者に対する大気汚染問題に

係る意識の高揚・啓発を図っていきます。 

 

交通環境対策の４本の柱に対するフォローアップ（特筆事項） 

 

・連続立体交差化事業の推進 

・地域の公共交通の活性化・利用円滑化 

・ＥＳＴモデル事業の支援 

・低炭素地域づくりの推進 

・交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰによる公共交通利用促進 

・エコ通勤の推進 

・グリーン物流の推進 

・環境に優しい事業運営の推進 

・総合学習等による啓発活動の推進 

・改正省ｴﾈﾙｷﾞｰ法による省ｴﾈ対策の推進 

・低公害車の普及等 

→低公害車フェアー等の環境イベントに参画 

し、普及啓発活動を実施しました 

 

・ＣＮＧﾄラック・バス等の導入促進 

・近畿一円に広がる黒煙ゼロの街づくりの推進 

・ＮＯｘ･ＰＭ法に基づく事業者指導の実施 

・ディーゼル車の点検の実施等 

・国道４３号等の沿道における環境改善 

・船舶からの大気汚染物質の排出規制業務の

円滑な実施 

・街頭検査の実施 

→街頭検査の充実・強化を図り、13,757 台の

検査を実施しました（検査目標台数 12,300 台、

目標台数の 11.8%増） 

 

地球温暖化問題への取組 

 
大気汚染問題への取組 
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〔交通環境対策の４本の柱のフォローアップ詳細〕
Ⅰ．地球温暖化問題への取組み

実 施 項 目 平成２０年度の取組み 評 価

1.自動車交通 (1)低公害車の普 ・近畿低公害車導入促進協議会による普及啓発活動 ・平成21年3月末現在の近畿地区（福井県を含む ）における低。
対策 及等 を行った。 公害車（低燃費かつ低排出ガス認定車含む ）保有台数は約277。

幹事会 平成21年 3月13日開催 万台となり、目標の「平成20年度末に300万台」には届かなかっ
たが、平成19年度末と比べ約25万台9％増となった。

・低公害車フェアー等イベントへの参加等
近畿地区低公害車保有台数 各年3月末現在環境ﾌｪｱｰin KOBEにブース出展

平成20年5月23日～5月26日（4日間）
NEW EARTH2008に交通モビリティ財団と共に出展 合計 低公害電気 ﾒﾀﾉｰﾙ CNGﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 低燃費かつ

平成20年11月26日～28日（3日間） 車割合低排出ガス

また、自治体等が開催する環境関係イベントに 19年 77 0 5,627 49,249 2,214,407 2,226,468 30.7%
参画し、低公害車の普及啓発活動を実施した。

20年 66 0 5,868 62,155 2,514,569 2,527,152 35.7%

21年 55 0 6,104 7,124 2,762,451 2,775,734 40.1%

（注）ハイブリッドには、自動車税グリーン化対象外車が一部含まれている

ため、合計値とは合致しない。

・自治体等の環境イベント等に参画して普及啓発活動を推進する
ことにより、事業者や一般市民の低公害車に対する認識は徐々に
深まってきている。

(2)交通流対策 ・連続立体交差化事業の推進 ・連続立体交差化事業の推進
平成20年度完成箇所 連続立体交差化事業により12箇所の踏切を除去し、周辺道路の
ＪＲ西日本、北近畿タンゴ鉄道福知山駅付近 渋滞等を緩和した。
総除去踏切12箇所

2.環境負荷の (1)公共交通機関 ①地域の公共交通の活性化・利用円滑化 ①地域の公共交通の活性化・利用円滑化
小さい交通体 の利用促進 1)地域公共交通の活性化・再生の推進 1)地域公共交通の活性化・再生の推進【20年度新規追加】
系の構築 20年度新規追加 平成20年3月末までに地域公共交通総合連携計画を策定された【 】
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地域公共交通活性化・再生を推進する取り組みへ 13の地域と、平成20年9月までに地域公共交通総合連携計画を策
の支援については、5地域において平成20年9月まで 定された5地域の、合計18地域において、地域の実情に応じた地
に、17地域において平成21年3月までに、地域公共交 方鉄道の活性化、コミュニティーバスの実証運行、公共交通利用
通総合連携計画が策定されており、近畿運輸局管内 促進などの事業が実施されているところである。
では、合計35の地域において策定された （滋賀県7。
地域、京都府4地域、大阪府1地域、兵庫県11地域、
奈良県7地域、和歌山県5地域）

2)公共交通活性化総合プログラムの策定 2)公共交通活性化総合プログラムの策定
ｱ.箕面市における交通ネットワーク見直し・活性化 ｱ.箕面市における交通ネットワーク見直し・活性化プログラム
プログラム 箕面市交通ネットワークの活性化に向けた現在のバスサービス
箕面市における交通の現状と課題を整理し、広域 を中心とした短期的施策と将来の公共交通のあり方を見据えた中
的・中長期的な公共交通のあり方について、北大阪 長期的施策の取りまとめについて、一定の成果が見られた。
急行線延伸による交通環境の変化を踏まえたバス路 また、関係者による取組みを前進・継続させるための協力体制
線網再編の方針、交通結節機能の検討を行うととも も確立された。
に、以下の取組み方策の検討を行った。
・公共交通利用促進のためのモビリティ・マネジ
メント（MM）
・バス利用促進
・自転車と公共交通との連携

ｲ.和歌山県におけるバス交通活性化･再生プログラム ｲ.和歌山県におけるバス交通活性化・再生プログラム
観光地や過疎地など地域公共交通に種々の課題を 和歌山県の20の新施策に一つに、コミュニティーバス・乗合タ
抱える地域をモデルにして、今後の地域公共交通総 クシー等の導入を支援していくものとして創設される等、一定の
合連携計画策定に向けた法定協議会の体制づくり、 成果が見られた。
また、調査・検討結果を踏まえた県下全域を対象と また、地域住民、交通事業者、行政がそれぞれの役割を明確に
して、自治体、地域住民、企業及びバス事業者など し、公共交通の維持・活性化に取組んでいくことが確認された。
関係者が協働した地域公共交通の維持・活性化のた
めのバス交通の利用促進、啓発を中心とした施策の
検討を行った。

ｳ.神戸市北西部・三木市・小野市を中心とした地域 ｳ.神戸市北西部・三木市・小野市を中心とした地域の公共交通活
の公共交通活性化プログラム 性化プログラム
総合交通計画を地域の関係者が協働で策定した。 地元自治体や交通事業者等の協働での取組みや国からの支援に
地域住民に公共交通の維持への関心を持ってもらう より、駅へのアクセスについて、一定の成果が見られ、また、行
ため 利便性向上の努力及びＰＲの必要性について 政・交通事業者・地域住民等の関係者が協議できる場を設定する、 、
学識経験者、沿線自治体、各関係事業者及び住民等 ことができた。
と共通認識として共有することができた。
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また、利便性の向上については、駅までのアクセ
スを改善するため、一部の地域でフィーダーバスの
実証運行を行った。

ｴ.オールドニュータウンにおけるオンデマンド方式 ｴ.オールドニュータウンにおけるオンデマンド方式を活用した地
を活用した地域内公共交通検討プログラム 域内公共交通検討プログラム
今後の本格的な高齢化への対応を図りつつ地域を 社会実験の実施により、住民意識及びニーズの把握ができ、公
活性化させるために、需要に応じた公共交通の確保 共交通を含めた地域全体の議論を深めることができた。
手段として、ニュータウン内における効率的な予約
型乗合方式の地域内交通としての導入、活用可能性
などを関係者の協力による実証実験等を通じて検討
し、効果の検証を行うとともに、今後の本格導入に
向けた課題等の整理を行った。

ｵ．京都府乙訓地域におけるエコ通勤プロジェクト ｵ．京都府乙訓地域におけるエコ通勤プロジェクト
実施地域の自治体と連携し、エコ通勤推進のため 一定の成果は上がったものの、立地企業までの路線バスのサー
立地企業に対してエコ通勤の説明会を実施し、協力 ビス向上等の課題もあり、モビリティ・マネジメントを実施する
要請を行った。 等の継続した取り組みも必要と考えられる。そこで、現在京都府
地域全域に立地している企業の従業員を対象とし 全域で展開されている環境省事業である低炭素地域づくり面的対
たコミュニケーションアンケート及び事業所への 職 策推進事業により、フォローアップを京都府主導で展開する。「
場交通プラン」の検討を行った。 運輸局においてもエコ通勤推進という施策もあり、引き続き当
また、関係者と協力して「乙訓地域エコ通勤プロ 該地域に対してバックアップしていくこととする。
ジェクト推進会議」を設置し、次のことについて検
討した。
・企業ヒアリング調査の実施
・従業員コミュニケーションアンケートの実施
・事業所対象の職場交通プランの検討と策定
・エコ通勤推進にかかる検討
・今後の展開に向けて

ｶ．京都市における自動車利用抑制・公共交通利用促 ｶ．京都市における自動車利用抑制・公共交通利用促進施策推進
進施策推進検討プログラム 検討プログラム
京都市全域による交通諸問題解消をモビリティ・ 交通問題箇所の特定から、モビリティ・マネジメントの手法を
マネジメント施策を活用し、その行動計画を策定す 使い、多種多様なターゲットに対してアプローチをかけていく為
るもので、多種多様なターゲットに対してアプロー の行動計画が策定されたことが成果である。今後、かしこいクル
チをかけていく為の行動計画が策定された。 マの使い方を考える交通の移動目的と施策対象別に、市民、子ど

も・学生、通勤・職場、観光客を対象としたコミュニケーション
施策を個々に実施していく必要がある。
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ｷ．バス乗り継ぎ情報を活用した企業等のモビリティ ｷ．バス乗り継ぎ情報を活用した企業等のモビリティ・マネジメ
・マネジメント実施プログラム ント実施プログラム
「阪神都市圏公共交通利用促進会議」において、 「えきバスねっと 「えきバスビジョン」等の情報提供システ」
複数の交通事業者が連携した情報提供の試みとして ムを向上させることにより、利用者の利便性向上を図り、公共交
「阪神都市圏広域バスマップ」の作成、配布を行い 通利用促進に繋げることについては一定の成果と理解が得られた
「えきバスねっと」の社会実験エコールＤＥお出か が、このシステムの管理維持するための費用負担については負担

「 」けに、509名の参加者があり、実験期間中に削減され 者が明確にされていないため 阪神都市圏公共交通利用促進会議
たCO2は約1.5ｔ、1年に換算にすると約12ｔの削減効 にて引き続き検討が必要である。
果となり、一定の成果を挙げた。伊丹、宝塚市にお
、 、いて さらに情報提供による利便性を向上させつつ

当該市域に立地する企業の従業員対象にＷＥＢによ
（ ）るＴＦＰ トラベル・フィードバック・プログラム

を実施することで通勤交通における自動車から公共
交通利用転換を図り地球温暖化防止策として、モビ
リティ・マネジメントによって公共交通利用転換を
図る。

ｸ．堺･泉北工業地域におけるエコ通勤推進プログラ ｸ．堺・泉北工業地域におけるエコ通勤推進プログラム
ム
実施地域の自治体と協力して、立地事業所アンケ 利用可能な交通手段が不足している現状から、エコ通勤の推進
ート調査を行い、従業員の居住地及び通勤手段、通 という大きな効果を得ることは出来なかった。
勤制度、送迎バスの動向、路線バスへの要望、エコ しかしながら、交通環境問題と向き合っている企業が存在して
通勤実施の意向等を集約した。 いることも事実であり、次年度は協議会で策定された方策につい
また、立地アンケート調査でエコ通勤実施の意向 て、実施に向け関係者間の連携を図っていく必要がある。
の強い企業に対して、従業員コミュニケーションア
ンケート（ＷＥＢ対応）及び事業所「モビリティ・

」 。プラン の検討の協力依頼及び内容の説明を行った
また、検討の場として関係者と協力して「堺泉北
臨海工業地帯エコ通勤推進委員会」を設置した。
・立地事業所アンケートの実施
・従業員コミュニケーションアンケートの実施
・事業所モビリティ・プランの検討
・エコ通勤推進にかかる検討
・今後に向けた方策の策定

ｹ．池田市域におけるモビリティ・マネジメント推進 ｹ．池田市域におけるモビリティ・マネジメント推進事業
事業 企業によってはほぼ全ての自動車通勤者にコミュニケーション
大阪府 池田市と協力して市域立地企業に対して アンケートの実施が出来た。また環境イベント来場者にもコミュ、 、
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エコ通勤推進に関し協力依頼等を行った。 ニケーションアンケートを実施するなど、多くの方に取組みを啓
また、関係者と連携して「池田市モビリティ・マ 発することができ良いきっかけになったと考えられる。企業従業
ネジメント検討会」を設置し検討した。 員のアンケート結果から、駐輪場の不足や通勤手当制度が理解さ
・自動車通勤者等の環境にやさしい取り組み啓発、 れていないなどの課題が明らかになり、拡大・新規施策の検討が
きっかけづくり 行われた。企業のモビリティ・プランの検討結果、市民アンケー
・企業の取組みの拡大・新規施策の検討・試行 ト結果より池田市の交通のあり方を整理し、今後の取組みを検討
・池田市の交通のあり方、行政・交通事業者の今後 した。
の取組み検討

ｺ 地域と創る持続可能な離島観光モデルづくり・離 ｺ 地域と創る持続可能な離島観光モデルづくり・離島単独航路の
島単独航路の維持活性化 維持活性化
・委員会以外に地域の観光ボランティア組織や関係 ・地域全体で離島航路の維持活性化のために観光を軸に検討する
者を中心とした地元部会を設け、持続可能で交流人 場の設置により、その機運が醸成され、旅客船ターミナルに思い
口増大が図れる離島観光モデルづくりの調査を実施 出ノート設置など具体的実行や、漁業を観光資源に生かす取り組
した。 みの検討などがすすめられた。
・ユニバーサルツーリズムの視点から島内公共施設 ・生活航路のみの利用に限界がある中、観光目的利用を高め、航
及び船舶のバリアフリー化状況を調査した （神戸） 路活性化を図る可能性が見いだされた （神戸）。 。

3)自動車運送事業の安全・円滑化等総合対策事業及 3)自動車運送事業の安全・円滑化等総合対策事業及び公共交通
び公共交通移動円滑化対策事業の推進 移動円滑化対策事業の推進
ｱ．ＰＴＰＳ（公共車両優先システム）用光学式車載 ｱ．ＰＴＰＳ（公共車両優先システム）用光学式車載機の導入
機の導入 バスの信号停止時間の短縮等により走行時間の短縮が図られ、
大阪市交通局（13両分） バスの走行環境の改善が図られた。
ｲ．ＩＣカードシステムの導入 ｲ．ＩＣカードシステムの導入
京阪バス㈱、阪急バス㈱422両分、神鉄バス㈱他3 利用者の利便性が向上した。
社270両分 ｳ．バスロケーションシステムの整備
ｳ．バスロケーションシステムの整備 バス停留所において、利用者にバスの接近表示や発車時刻表示
大阪市交通局、京都市交通局 等を案内することでバス待ちのいらいら感を解消でき、合わせて
ｴ．バス施設等・システム整備等 バスの信頼性を確保し自家用自動車の使用抑制も図れた。
神戸市交通局 ｴ．バス施設等・システム整備等
ｵ．実証実験 後続車や利用者に「乗降中」の表示をすることにより危険・機
兵庫県 器対応機能が向上した。

ｵ．実証実験
社会教育施設、文化施設、商業施設の利用者の増大、利便性が
向上した。

②国土交通省環境行動計画モデル事業（ＥＳＴモデ ②国土交通省環境行動計画モデル事業（ＥＳＴモデル事業）の推
ル事業）の推進 進
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1)神戸市「神戸市の都心周辺部におけるＭＭを中心 1)神戸市
とした持続可能な交通体系の確立」 ｱ 工業団地（ハイテクパーク、サイエンスパーク）を対象とした
大規模工業団地におけるMMを中心とした省エネル TFPを実施。クルマ通勤者の通勤行動の変化により、電車・バ
ギービジョンに基づき事業を推進 スの通勤日数が7%増加、休日の移動時間の変化により、クルマ
ｱ 隣接工業団地でのTFP の移動時間が7%減少、平日で年間2.3トン、休日で7.0トンのCO
ｲ 住民を対象としたTFP 2排出量削減効果が認められた。
ｳ 交通ICカードの有効活用策の調査事業 ｲ 住民（西神南地区）を対象としたTFPを実施、クルマ利用に対
ｴ 公共交通サービス向上策の調査事業 する意識・行動の変化により、平日で年間1.9トン、休日で年

間9.9トンのCO2排出量削減効果が認められた。
ｳ 公共交通利用者に対して提携店舗からサービスを提供するバス
エコショッピングを試行したが、バスでの乗車証明の発行が困
難であり課題として残った。
また、パーク＆ライド駐車場の利用促進として、交通ICカー

、 、 、ド利用者に対し割引制度を実施 今後 地下鉄沿線の商業施設
駐車場との連携が必要である。
ｴ 西区への転入者を対象にバスマップを作成・配布した。

2)大阪市「大阪市における環境負荷の少ない都市内 2)大阪市
移動ｼｽﾃﾑの確立」 ｱ 転入者MMの実施により、年間効果に換算すると一人あたり553k
ｱ 港区への転入者を対象としたMMの実施 g-CO2削減となり大きなクルマ抑制効果が得られた。
ｲ 学校と協働した「交通と環境を学ぶ」学習の推進 ｲ 一人一人が身近に交通と環境の問題を意識し、考える機会とし

て有効であった。

3)豊中市「豊中市における人と街に優しい持続可能 3)豊中市
な交通をめざして －とよなか夢創（輸送）ﾌﾟﾗﾝの推 ｱ 豊中市内の公共交通基盤を活用した自動車から公共交通への転
進－」 換を促進し、持続可能な施策を推進していくため地域公共交通
ｱ 地域公共交通連携計画素案の策定 総合連携計画の素案を策定した。
ｲ 公共交通利用実態・意向調査 ｲ 市民が公共交通に求めるニーズを把握し、既存の公共交通サー

ビスの質を向上する共に、より効率的、効果的で持続可能な交
通システムの構築に向けた施策検討の基礎資料とするため意向
調査を実施した （5,250部配布 1,976部回答）。

4)和泉市「和泉市における市民、事業所、学校、行 4)和泉市
政団体等が協働する環境負荷の少ない交通マネジメ ｱ 和泉市地域公共交通総合連携計画を策定。
ント推進事業」 ｲ 市内2校区（7,844世帯）で町会と協働して市民対象「かしこい

クルマの使い方を考える」プログラムを実施し、年間換算で約
ｱ 公共交通総合連携系計画策定 68トンのCO2排出量削減効果が認められた。
・和泉市の公共交通体系の再編構想計画策定 ｳ テクノステージ和泉まちづくり協議会と協働して事業所交通マ
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・コミュニテイバス再編計画と事業計画策定 ネジメントを実施した。
ｲ 市民対象モビリティ・マネジメント ・平成20年12月1日～12月29日（平日20日間）の間、22事業所が

、 、 、・コミュニティバス再編を勘案した2校区で「かし 参加し 通勤シャトルﾊﾞｽの試験運行を実施 約7割の利用者が
「 」こいクルマの使い方を考える」プログラムを実施 今後も 通勤手段として利用または業務等一時利用を考えたい

・継続的取り組みのためのワークショップ と存続を希望していることが確認された。
ｳ テクノステージ和泉事業所交通マネジメント ・和気校区、南池田校区783人に対して「かしこいクルマの使い
・通勤シャトルバス試験運行 方を考える」プログラムアンケートを実施、クルマ利用率が5
・コミュニケーションアンケートの実施 ％減少した。
・事業所の自主的な交通マネジメント計画策定の継 また、事業所従業員約500人を対象にプログラムアンケート
続的取り組み を実施、クルマ利用率が5.7％減少した。

・6事業所が自主的な交通マネジメント計画を策定 （114事業所。
中、34事業所策定。策定率29.8％）

ｴ 小学校の「交通・環境学習」 ｴ 市内2校で「交通・環境学習」を実施
・2校で「交通・環境学習」を実施 鶴山台北小学校5年生 127名 伯太小学校5年生(72名 が 交（ ）、 ） 「
・継続的取り組みのための「交通・環境学習」教材 通・環境学習」に取り組んだ。
事例集制作

ｵ 広報啓発活動の拡充 ｵ MMを動機付けるための広報、プロジェクトを広く市民に周知す
るための広報を実施。

③交通バリアフリー施策の推進 交通バリアフリー施策の推進③
1)旅客施設、バス車両等のバリアフリー化は、取組実績のとおり1)旅客施設、バス車両等のバリアフリー化

であり、全国比と比べても近畿圏のバリアフリー化は進んでいる
が更なる取り組みが必要である。

平成20年度末の近畿運輸局管内におけるバリアフ ・鉄軌道駅施設のバリアフリー化の推進
リー化の状況 近畿圏の鉄軌道駅のうち1日の乗降客数が5,000人以上かつ高低
・鉄軌道駅施設のバリアフリー化 差が5ｍ以上ある駅のEV、ESの設置率は、平成19年度末現在EV：8
1日の乗降客数が5,000人以上かつ高低差5m以上あ 0％、ES：71％から、平成20年度末現在EV：84％、ES：72％とな
る駅のEV、ESの設置率 りEVについては4％上昇したが、ESについては前年度比横ばいの

状況であった。
EV：84％ ES：72％ なお、平成20年度現在の近畿管内のＥＶ設置率は、全国平均の

設置率84％と同じである （ＥＳの全国平均は74％）。

ノンステップバス導入→大阪市交通局他14事業者2 ノンステップバス導入
92両 導入路線における利用者の乗降のしやすさに対する満足度の向

上、乗降時における安全性の向上
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2)基本構想策定支援2)基本構想策定支援

特に基本構想の策定がゼロの奈良県については、平成20年7月2新たに20年度は9構想が策定された。
2日に奈良運輸支局と共に訪問し、基本構想策定促進について積H21.3.25大阪市（4局合同）バリアフリーなまちづく

極的に働きかけを行った。橿原市に対して、平成21年2月27日にりを考えるつどいを開催

プロモート活動を実施し、基本構想策定に向けて、法制度の概要
説明、質問事項への回答を行った。
その結果、橿原市においては平成21年度に基本構想策定を予定
しており一定の成果が得られた。

3)バリアフリー教室の開催3)バリアフリー教室の開催

各支局主導のもと、島本町、京都市など、管内２府３県でバリ
アフリー教室を開催することが出来た。神戸運輸監理部では神戸H20.10.11大阪府島本町(JR島本駅）34名
市内で2度実施した。H20.11.8京都府京都市(京都市営地下鉄・太秦天神川

また、20年度からは、近畿初の小学校での開催や福祉タクシー駅）24名
への乗降体験、目の不自由な方からの講話を聞くなど、開催内容H20.11.14滋賀県甲賀市(甲賀市立貴生川小学校）97名

について、運輸支局において工夫された取り組みが展開できた。H20.11.29和歌山県田辺市(JR紀伊田辺駅）24名

H20.12.13奈良県桜井市(近鉄 桜井駅）30名
H20.7.3神戸市（神戸第２地方合同庁舎）30名

H21.1.31神戸市（高速神戸駅）8名

4)交通のバリアフリー化に貢献のあった方々に対する顕彰制度4)交通のバリアフリー化に貢献のあった方々に対する
の創設顕彰制度の創設

平成20年6月表彰制度創設。同9月30日、第1回近畿運輸局バリH20.6 近畿運輸局バリアフリー化推進功労者表彰

アフリー化推進功労者表彰として、尼崎市交通局・吹田市・障害制度創設
者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議(障大連）を表彰し広H20.10.30尼崎市交通局・吹田市・障害者の自立と完

くその功績を紹介し称えることが出来た。全参加を目指す大阪連絡会議（障大連）
また、障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議が、第2（ ）近畿運輸局長表彰

回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰を受賞することが出H20.7.21神戸市立渚中学校 神戸運輸監理部長表彰（ ）

来た。
さらに、昨年度第1回大臣表彰受賞の豊中市が本年度の内閣府

のバリアフリーユニバーサルデザイン推進功労者表彰において、
内閣府特命担当大臣優良賞を受賞。神戸運輸監理部では平成20年
2月にバリアフリー化推進功労者表彰を新設し、継続的にバリア
フリーへの取り組み活動を行ってきた神戸市立渚中学校を表彰し
た。
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④「交通と環境」をテーマとする交通アドバイザー会議の開催④「交通と環境」をテーマとする交通アドバイザー会

20年度は、近畿運輸局として「地球にエ～コ(よい子)♪”エコ議の開催
交通”２００８」を展開しており、交通アドバイザー会議においH21.3.6滋賀県 通学に利用する公共交通に思うこと（ ）

ても「環境」をテーマに含めた内容で開催することができた。H21.3.25京都府（公共交通の活性化とまちづくり及び

公共交通と環境施策について）
H21.3.26大阪府(心のバリアフリー社会の実現につい

て）
H21.3.27和歌山県（環境問題と今後の公共交通のあり

方について）

(2)モーダルシフ ①グリーン物流の推進 ①グリーン物流の推進
ト、物流の効率 多数の荷主企業、物流事業者に対して制度説明・ 物流分野における温暖化対策を促進させるため、グリーン物
化等 活用を図るための訪問を行い、普及促進に向けた取 流パートナーシップ推進事業のさらなる活用に向け取り組んでい

り組みを行った。 く必要がある。
本年度は、グリーン物流パートナーシップ推進事 また、物流事業者単独による取り組みでなく、荷主と物流事業
業について、関西地区から計10件の普及事業を認定 者の連携が不可欠であることから、荷主に対する周知を更に強化
した。 する必要がある。
また、グリーン物流の推進を図るため、鉄道輸送
へのモーダルシフトの普及・促進を図ることを目的
にグリーン物流セミナーを開催した。

②流通業務総合効率化事業の推進 ②流通業務総合効率化事業の推進
機会あるごとに事業者に対して流通業務総合効率 当初の目標は達成しているものの、引き続き、物流総合効率化
化事業の周知を行ない、平成20年度は、計8件の総合 法の周知と制度の普及促進を図り、総合効率化計画の認定を通じ
効率化計画の認定を行った。これにより近畿管内の て物流効率化の一層の推進を図っていく必要がある。
認定実績は、近畿運輸局15件、神戸運輸監理部8件の
合計23件となった。

③都市内物流効率化施策の推進 ③都市内物流効率化施策の推進
平成19年3月に策定された「都市内物流トータルプ 本年度は都市内物流効率化モデル事業の構築には至らなかった
ラン」に基づき、都市内物流効率化モデル事業の構 が、次年度以降も、引き続き、管内の都市内物流に関する問題を
築を図るため、近畿管内において、都市内における 抱える地区において、多様な関係者間でコンセンサスの形成を図

、 。貨物車用荷捌きスペースの不足等の問題を抱えてい り 都市内物流効率化に向けた取り組みを促進させる必要がある
る地元自治体や商店街関係者等に対して、広く働き
かけを行った。
④物流効率化を支える人材育成の推進 ④物流効率化を支える人材育成の推進
荷主団体、倉庫事業団体等が主催する講演会に講 今後、３ＰＬ事業の高度化を促進するためには、事業に関与す
師を派遣し、３ＰＬ事業 を主題とした講演を２回 る各プレーヤー間の意見交換やマッチングの場を提供し、円滑な
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行った。 連携を実現させるための環境整備に取り組む必要がある。

⑤物流効率化にかかる調査及び事業 ⑤物流効率化にかかる調査及び事業
京都中央卸売市場における共同配送事業の更なる 利用する仲卸業者と配送担当事業者の間に意見のずれがあるこ

、 「 」 、 、 、普及促進のため 荷主となる 京都市中央卸売市場 とがあり 従来の利用促進 貨物量の増大に向けた対策だけでは
の仲卸業者へ利用に関するヒアリング調査を実施し 真の普及促進につながらないことが把握でき、今後の方向性につ
取りまとめ、利用促進策について検討を行った。 いて多方面からの検討が必要であることが確認できた。

(3)環境に優しい ①運送事業者のグリーン経営の推進 ①運送事業者のグリーン経営の推進
事業運営の推進 運送事業者の環境改善への取組み意欲を向上させ 平成21年3月末現在の近畿2府4県の認証登録事業者は以下のと

るグリーン経営認証制度の説明会を平成20年9月4日 おりであり、今後も引き続き制度の普及を図っていく必要がある
～5日に実施した。 ものと考えられる。
その他、各種会議及びイベント等あらゆる機会を
捉えて「グリーン経営認証制度」のパンフレット配
布等ＰＲを行い、認証登録事業者の拡大を図るとと ﾄﾗｯｸ ﾊﾞｽ ﾀｸｼｰ 旅客 内航 港湾 倉庫
もにグリーン経営の普及に努めた。 船 海運 運送

事業者 414 10 13 4 8 19 56

事業所 554 14 28 4 8 30 127

②ＥＭＳ(エコドライブ管理システム)の普及・支援 ②ＥＭＳ(エコドライブ管理システム)の普及・支援
ＥＭＳの助成制度に係るエコドライブ管理システ 前年度（5事業者899台）に比べ認定車両数が下回ったため、更
ム普及事業実施計画認定を5事業者、633台について なる広報活動が必要である。
行った。

③自動車整備事業者等に対する顕彰 ③自動車整備事業者等に対する顕彰
表彰事業者数 339事業場 過去２年連続して支局長表彰を受けた63事業場に対し、局長表
（局長表彰:63事業場 支局長表彰:276事業場） 彰を実施。

自動車整備事業者等の環境保全への意識が定着しつつあると考
えられる。

④優良自動車運送事業者に対する顕彰 ④優良自動車運送事業者に対する顕彰
低公害車の導入、ISO14001、グリーン経営認証取 自動車運送事業者の環境対策への意識向上を図ることができ
得等環境対策への取組事業者等に表彰を行った。 た。
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表彰事業者数 バス 5事業者
タクシー 1事業者
トラック 120事業者

⑤交通分野における環境保全に貢献のあった運輸関 ⑤交通分野における環境保全に貢献のあった運輸関係事業者等に
係事業者等に対する顕彰 対する顕彰
20年度に近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者 20年度においては、近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等
等表彰制度を創設し、環境保全に著しく功績のあっ 表彰制度を創設し表彰を行った。

、 、た事業者に表彰を行った。 なお 本表彰受賞者の取組み事例を一般に公表することにより
・表彰事業者数（近畿） ７事業者 交通関係における環境対策の進展を図ることができた。

⑥スーパーエコシップ等のエネルギー使用合理化船 ⑥スーパーエコシップ等のエネルギー使用合理化船舶導入の推進
舶導入の推進 全国的に見ると平成20年度末までに6隻のスーパーエコシップ
近畿管内の事業者において、平成19年度に1隻、20が就航し、今後も10隻を超える建造が決定していることから、ス
年度に1隻のスーパーエコシップが就航し、21年度継 ーパーエコシップの普及は着実に軌道に乗りつつあるが、在来船
続案件3件に対し 「エネルギー使用合理化船舶建造 に比べ2割程度船価が上昇することから、補助制度の継続が望ま、
・改造指針適合証明書」を交付した。 れる。

⑦環境対策セミナーの開催 ⑦環境対策セミナーの開催
荷主及び運輸事業者を対象に、国の各種支援措置 先進事例に学び、環境対策を講じることが経営コストの削減に
や事業者の先進事例を紹介するセミナーを開催した つながることを専門的な視点から明らかしたことは、各種支援措。
H20.12.18（木）神戸市 参加98名 置を活用して物流コスト削減とCO2排出量削減を図るための企業

の自主的な取り組みを醸成する上で効果的であったと考える。

(4)総合学習等に ①総合学習講座 ①総合学習講座・出前講座
よる啓発活動の １．総合学習の実施 １．総合学習の実施
推進 H20.6.12岸和田市立光陽中学校2年生3名 大阪府と共催で実施するなど自治体との連携を強化し、積極的

「自動車の検査登録(職場体験 」 に運輸行政のＰＲに努めた。）
H20.7.1 湖南市立甲西中学校2年生2名

「車検場中学生職場体験」
H20.7.10長浜市立北中学校2年生8名

「車検場中学生職場体験」
H20.7.28応募者の中から抽選で決定（定員40名）

小学校高学年から中学生の親子23名（内
子供14名）
「造船所見学会」

H20.8.21(社)神戸海事広報協会「海っ子・山っ子
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交流海洋教室」64名
「船乗り"とんとん"と海の安全と環境を
守る仲間たち」

H20.9.25奈良市立二名中学校2年生16名
「海運と船員の仕事について」

H20.10.8 奈良県天川村立天川中学校全校生徒25名
『 大阪市広報船「夢咲」体験航海』

H20.10.10岸和田市立修斉小学校5年生39名
「いろいろな車大集合」

H20.11.5 久御山町立久御山中学校2年生8名
「自動車の点検・整備と自動車検査等に
ついて」

H20.11.10 年生,木之本町木之本町立杉野小学校5･6

立杉野中学校1～3年生,計28名
「海運と船員の仕事について」

H20.11.12藤井寺市立藤井寺中学校2年生4名
「自動車の検査登録（職場体験 」）

H20.11.12東近江市立五個荘中学校2年生6名
「車検場中学生職場体験」

H20.11.13東近江市立能登川中学校2年生10名
「車検場中学生職場体験」

H20.11.14甲賀市立貴生川小学校5年生97名
「環境学習（バリアフリー教室 」）

H20.12.11東近江市立愛東中学校1年生43名
「海運と船員の仕事について」

H21.1.15和泉市立鶴山台北小学校5年生127名
「いろいろな車大集合～低公害車の啓発
～」

H21.1.20精華町立精華南中学校1年生64名
「練習船大成丸見学会」

H21.3.5 和泉市立伯太小学校5年生72名
「いろいろな車大集合～低公害車の啓発
～」

２．出前講座の実施 ２．出前講座の実績
H20.6.11ホンダテクニカルカレッジ関西生徒21名 ・前年度に比べ実績は、５件増加した。

「自動車の検査登録について」 ・運輸支局等で開催される施設見学以外に、池田市細河地域コミ
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H20.6.11(株)ブロードリーフ新入社員中心10名 ュニティ推進協議会からの依頼で、講義名「コミュニティー車導
「自動車の検査と登録について」 入のための勉強会」という講義名で開催された。

H20.9.2 京都府立田辺高校3年生19名 ・神戸運輸監理部では、総合学習教材の一環として海事人材確保
「自動車の点検・整備と自動車検査等に 連携事業における進路ガイダンス授業に取組み、その教材の中で
ついて」 環境にかかる啓発も行っている。

H20.10.14神戸市立本山第二小学校4年生243名
「船乗り"とんとん"と海の安全と環境を
守る仲間たち」

H20.11.4 ＹIＣ京都工科専門学校2年生計68名(含
4回)
「自動車の点検・整備と自動車検査等に
ついて」

H20.12.2 神戸市主催「みなと学習会」(含3回)
神戸市内小学校5校、中学校1校計178名

H21.1.23京都自動車専門学校1･2年生64名
「自動車の点検・整備と自動車検査等に
ついて」

H21.1.23神戸市立歌敷山中学校2年生217名
進路ガイダンス授業副教材「海とみなと
が仕事の舞台神戸港」

H21.2.3 兵庫県太子町立太子中学校2年生157名
進路ガイダンス授業副教材「海とみなと
が仕事の舞台神戸港」

H21.2.10池田市細河地域コミュニティ推進協議会
会員他30人
「 」コミュニティー車導入のための勉強会

(5)モビリティ・ ①広域的なＭＭ施策の展開 ①広域的なＭＭ施策の展開
マネジメントの ・研修会の開催 関西モビリティ・マネジメント研究会において、自治体の政策
推進 H20.12.15「モビリティ・マネジメントに関する実 担当者等が技術的知識を効率的に習得することをねらいとした

」 「 」 。務者研修会 （近畿運輸局海技試験室：86名） モビリティ・マネジメントに関する実務者研修会 を開催した
今後のより広域的な施策展開につなげて行くことができた。

②公共交通利用推進等マネジメント協議会による推 ②公共交通利用推進等マネジメント協議会による推進
進 駐輪場の拡充等通勤環境の見直しによるエコ通勤の実施や公共
「近畿公共交通利用推進等マネジメント協議会」 交通機関利用促進の奨励、自転車、徒歩の奨励を行う７事業場に
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において、地球温暖化対策の推進を図るため、モビ 対しエコ通勤認定証を交付し、当局ホームページにより広くその
リティ・マネジメントによる「エコ通勤」の取組を 取組みを公表しすることにより、他の事業場への模範として周知
公募した。 することができた。

協議会開催（H20.4.18第6回協議会）

3.輸送分野に (1)改正省エネル 平成18年4月1日に施行された「エネルギーの使用 今後は、特定輸送事業者から提出された省エネ措置の中長期計
おけるエネル ギー法による省 合理化に関する法律の一部を改正する法律 （改正 画及びエネルギー使用量等の定期報告書や実態調査により、省エ」
ギー使用の合 エネ対策の推進 省エネルギー法）に基づき指定した特定輸送事業者 ネに向けた取組み状況を調査するとともに、その取り組み内容を
理化の推進 の全てから定期報告書及び中長期計画書の提出を受 事業者間で共有させることにより省エネ措置の確実な実施を図っ

けた。 ていく必要がある。
また、省エネ対策の実施状況を調査するため、特
定輸送事業者に対して実態調査を実施した（10社実
施 。）

特定輸送事業者指定状況
貨物 旅客

船舶 鉄道 ﾊﾞｽ ﾀｸｼｰ 船舶 計事業ﾄﾗｯｸ 自家ﾄﾗｯｸ

44 13 4 7 11 11 3 93近畿

- - 2 - - - 0 2神戸
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Ⅱ．大気汚染問題への取組み

実 施 項 目 平成２０年度の取組み 評 価

1.ＣＮＧトラ (1)低公害車普及 ・ＣＮＧトラックの普及促進 ・ＣＮＧ車普及促進モデル事業地域の指定や各種イベント等で低
、 。ック・バス等 促進対策費補助制 ＣＮＧ車普及促進モデル事業地域として八尾市の 公害車導入について啓発活動を行った結果 導入実績が増加した

の導入促進 度等による導入促 指定や導入に関して支援を行った。
進 ・自治体が開催する環境イベントで啓発活動を行っ

た。
・新規事業者指導講習会で説明を行った。

国土交通省補助制度を活用した低公害車導入実績
18年度 19年度 20年度

1,697 612 962トラック
(394) (612) (962)

バ ス 32 11 21

※( )内数は新長期規制対象車を除く低公害車導入実績

(2)CNGスタンドの 東大阪エコステーションが経営難のため廃止となった。CNG車普
設置及び利用促進 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 合計 及促進モデル事業等の施策を活用し利用促進を図ってきたが、営

業用スタンド設置に対する補助制度もなく新設は厳しい状況であ
H20.3 2 8 36 14 2 2 64る。
末

H21.3 2 8 35 14 2 2 63
末

(3)普及啓発活動 近畿エコトラック推進協議会の活動 管内事業用ＣＮＧトラック・バスの保有台数（各年度末現在）
平成18年度 平成19年度 平成20年度(対前年度比)の推進 ・各自治体における低公害車普及促進と啓発活動
3,180 3,384 3,126 ( 92.4%)（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 トラック

281 290 335 (115.5%)大阪市、京都市、神戸市） バ ス

・低公害車導入の支援制度の周知活動（リーフレッ ※トラックには特種車を含む。
ト、グッズの作成）

・近畿エコトラック推進協議会ホームページの更新
、充実
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・運輸事業者への低公害車普及に関する個別訪問
・荷主団体等に向けた低公害車普及促進に関する出
前講座

・低公害車ＰＲコーナーの常設
・環境と物流を考えるシンポジウムの開催
・琵琶湖環境フォーラムの開催
・地球温暖化対策と環境ソリューション技術展及び
国際シンポジウムにおいて低公害車の展示、啓発
活動の実施

2.自動車NOx･P 法に基づき、一定規模以上の対象事業者 自動車使用管理実績報告書の提出促進を図るため、未提出事業NOx･PM
M法に基づく事 に自動車使用管理計画書と同実績報告書の提出を促 者に督促するとともに指導を行った。その結果、トラックについ
業者指導の実 進するため、未提出事業者に対し督促するとともに ては提出率のアップにつながった。
施 指導を行った。

また、同報告書をとりまとめたデータ集計及び分 自動車使用管理計画書の提出状況(平成21年3月末現在）
大阪府 兵庫県析を行い、個々のデータの有効活用により低公害車

対象事業者 提出事業者 対象事業者 提出事業者のより一層の導入促進と適正運転実施の指導を行っ
た。 24 24 13 12バ ス

162 102 98 74タクシー
576 241 222 108トラック

自動車使用管理計画書の提出状況(平成20年3月末現在）
大阪府 兵庫県

対象事業者 提出事業者 対象事業者 提出事業者
24 24 13 13バ ス

169 146 109 99タクシー
596 218 222 100トラック

3.ディーゼル (1)ディーゼルク ディーゼル ディーゼル 及び迷惑黒煙通報制度クリーン・キャンペーンの実施 クリーン・キャンペーンの実施
車の点検の実 リーン・キャンペ 街頭検査実施結果 を活用して、一般ユーザーに対しディーゼル黒煙の有害性、改善
施等 ーンの実施 6月期 測定台数 183台、不適合台数 0台 対策等について周知するとともに、電光掲示板、チラシの配布等

(重点実施期間6月 10月期 測定台数 103台、不適合台数 0台 により広報活動を行った。
及び10月) 20年度合計 286台 0台 また、街頭検査において黒煙検査を行った結果、不適合車両が

（19年度合計 測定台数335台、不適合台数2台） なく、環境改善対策は良好といえる。
前年度不適合台数 2台減
迷惑黒煙通報件数
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4～ 6月期 通報件数 45件、通知件数 39件
4～10月期 通報件数 83件、通知件数 70件

（延べ件数）
（ 、 ）19年度4～10月期通報件数112件 通知件数105件
前年度通報件数 29件減

(2)市民黒煙モニ 大阪府のモニターからの通報結果 市民モニターによる通報、通知件数は減少しており、近年の排ガ
ター制度の活用 19年度 20年度 対前年比% ス規制の強化及び啓発活動等による環境改善の効果は現れている

通報件数 143件 103件 27.9%減 ものと思われる。
通知件数 129件 86件 33.3%減 また、兵庫県のモニターについては現在１２名と少ないことか

ら、次年度は新たにモニターを募集し体制の強化を図りたい。
兵庫県のモニターからの通報結果

19年度 20年度 対前年比%
通報件数 32件 22件 31.3%減
通知件数 25件 13件 48.0%減

市民黒煙モニターからの通報により、迷惑黒煙排
出車両の使用者に対し点検整備等の必要性を通知
し、車両の改善を促す。

平成20年度は街頭検査の充実・強化を図ったところ、検査目標台数4.街頭検査の 街頭検査の実施状況
（ ） 、実施 回 数 427回(うち燃料検査回数 25回) 12,300台に対して検査台数が13,757台 目標台数の11.8％増 であり

検査台数 13,757台 その4.5％が整備命令交付台数となった。(うち燃料検査台数 198台)

整備命令交付台数 618台 また、不正軽油使用の排除のための燃料検査を行い、検査台数の約(うち燃料検査台数 0台)

1％に適正燃料使用を促す警告書を交付した。

街頭検査で実施する騒音、排ガス検査を通して、自動車使用者に対

する大気汚染問題に係る意識の高揚や啓発が図られた。

5.国道４３号 (1)尼崎地区ディ 尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペー 今年度も毎月2回の街頭検査を計画し、ディーゼル黒煙及び不正
。 、等の沿道にお ーゼル車排ガスク ン街頭検査実施 軽油等の検査を行った 雨天等により実施回数は17回となったが

ける環境改善 リーンキャンペー 実施回数 17回 181台について検査を行った結果、黒煙に関する整備命令件数が今
ンの実施 検査台数 181台( ) 年度においても0台であった。15年度の37台、16年度32台、17年度うち黒煙検査141台、不正軽油検査118台

整備命令 10台( ) 14台、18年度0台、19年度0台と減少しており、近年の排ガス規制うち黒煙関係0台、不正軽油(警告)2台

の強化及び大阪府、兵庫県の流入車規制の効果があらわれたもの
と思われる。今後も尼崎地区排ガスクリーンキャンペーンを推進
し更なる環境改善を図っていく。
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(2)迂回運行の要 国道43号・阪神高速3号神戸線における大気環境 トラック事業者や荷主企業等への継続的な要請活動により、国
請 改善に向け、トラック事業者等に阪神高速5号湾岸 道43号周辺の環境改善に向けて迂回通行への認識が徐々に深まっ

線への迂回を要請した。 ているものと考えられるが、引き続き取組が必要である。

(3)幹線沿道交通 「幹線沿道地域の自営転換促進に関する調査研究 荷主企業、物流事業者の意識の合致する点、相違する点を検証
環境改善促進に向 委員会」において、神戸商工会議所の協力を得て、 していく課程において、行政・地域団体も含めた関係者が三位一
けた取組み 荷主企業へのアンケート調査とトラック事業者の取 体で連携を図ることにより、自営転換を進める上で必要となるパ

り組みに対するアンケート調査を実施し、荷主側、 ートナーシップの構築に向けた役割分担が明確となった。
運送事業者側の意識の違いを明確にし、その接点を
見いだすため行政・地域団体も含めたそれぞれが連
携を図り、三位一体による取り組みを進めていくた
めの「自営転換推進のためのガイドライン」を取り
まとめた。

6.船舶からの ・外国籍船に対して実施するポートステートコント ・外国船舶に対する大気汚染問題への取組みは、平成17年5月19日
大気汚染物質 ロールにおいて、大気汚染防止設備等の検査対象と からポートステートコントロールにおいて、オゾン層破壊物質等
の排出規制業 なる総トン数400トン以上の船舶に対して、立入検 船舶からの排出規制に関する大気汚染防止設備及び燃料油の適合
務の円滑な実 査を実施し74件の欠陥を指摘し改善指導を行なっ 性に関する検査を行っており、最近の世界規模での地球温暖化やC
施 た。 O2排出規制の高まりを受けて、船舶の所属国や外国の船員にも環

立入検査実績 773隻 境意識が浸透してきているが、検査においては多数の欠陥を指摘
した。指摘した欠陥について指導の結果、大気汚染防止に関する
認識を高めさせることができた。

・内航船等の定期的検査時に、オゾン層破壊物質設 ・内航船等に「立入検査記録簿」を交付し、オゾン層破壊物質設
備が使用されている船舶に立ち入り検査を実施し、 備の新規使用禁止を周知するとともに、新設を防止する効果があ
「立入検査記録簿」を交付した。 った。
立入検査実績 近畿96隻、神戸79隻
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Ⅲ．循環型社会の形成に向けた取組み

実 施 項 目 平成２０年度の取組み 評 価

1.自動車リサ (1)自動車登録関 自動車重量税還付制度については、還付金の計算 一時抹消登録車両の大量所有者の大幅な減少や、最終的な処分
イクルの円滑 係業務の円滑な実 方法、還付時期等問い合わせが多く、これに対応す について、解体の割合が輸出に比べて増加している等の最近の現
な推進 施 るため、国税局と連携し、運輸支局等における手続 状から一時抹消登録後の適正な解体処理が進んでいると思われ

きの際には、国税局作成のリーフレットを申請者に る。
配布し、また、事務所内に掲示するなどしてユーザ また、これらのことから自動車重量税還付制度の適正な運用が
ーに対する周知を図った。 なされてきていると考えられる。

(2)自動車整備事 ①自動車整備におけるリサイクル部品の利用促進 ①自動車整備におけるリサイクル部品の利用促進
業者における対応 研修等を通じリサイクル部品の利用促進、業者登 自動車分解整備事業者等に対し、リサイクル部品の利用促進を

録の指導を行った。 自動車ユーザーに働きかけるよう周知ができた。
（整備主任者研修 99回、自動車検査員研修 89回）

②自動車分解整備事業者等に対する業者登録の指導 ②自動車分解整備事業者等に対する業者登録の指導
近畿管内の業者登録状況 自動車分解整備事業者等に対し、引取業者及びフロン回収業者
引取事業者 13,949事業者 としての登録と、自動車リサイクル法に基づく適正処理を実施す
フロン回収業者 3,410事業者 るよう指導できた。

2.ＦＲＰ船リ ・地方自治体等が実施する不法投棄船処理に当該リ 平成20年度リサイクルシステムの近畿地区での利用実績は125
サイクル サイクルシステム活用の協力依頼及び一般ユーザ 隻（自治体75隻、一般50隻）であり、利用促進に向けた会議等に

ーに対しての周知広報活動についても協力を依頼 よる関係者間の協力が得られたことにより、当初の目標隻数は達
した。 成している。

・関西フローティングボートショーやその他のマリ また、マリン関連イベント等において、一般ユーザーに対する
ン関連イベントを通じ、当該リサイクルシステム システム利用の周知啓発を図った結果、一定の定着が進みつつあ
の取組みを一般ユーザーに対して周知啓発活動を ると思われる。
行った。

・地方自治体が行った放置ＦＲＰ沈廃船の一掃撤去
・リサイクル処理については、多くの報道機関に取
り上げられた。
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Ⅳ．海洋汚染対策・プレジャーボート関係環境対策

実 施 項 目 平成２０年度の取組み 評 価

1.海洋汚染問 ①ポートステートコントロール（ＰＳＣ）の強化 ①ポートステートコントロール（ＰＳＣ）の強化
題への取り組 海難等により海洋汚染に与える影響がより重大な 重点を絞ったＰＳＣを実施した結果、欠陥の指摘及び是正指導
み タンカー及び危険物ばら積み船や、事故率の高い老 隻数が多くあり、海洋汚染の防止に貢献した。

朽船、ＰＳＣにおいて欠陥指摘の多い国籍の船舶及 ＰＳＣを行う外国船舶監督官に対して、研修を実施して、海洋
び海外に売船される中古船舶等、海洋環境保全のた 汚染に関する専門的知識の習得とスキルアップを図った。
め、事故の未然防止に重点をおいたＰＳＣを実施し
た。油や有害液体物質等の海洋汚染に関する欠陥に
ついて指摘し、是正指導を実施した。

検査実績 773隻（近畿運輸局 500隻 神戸運輸
監理部 273隻）

欠陥指摘 266隻（近畿運輸局 165隻 神戸運輸
監理部 101隻）

②海洋汚染防止設備の立入検査の実施 ②海洋汚染防止設備の立入検査の実施
海洋汚染防止設備義務船に関し定期的検査を実施 油による海洋汚染は社会的にも影響が大きく、立入検査を実施

しているところであるが、検査対象外の内航船に立 し海洋汚染防止設備の保守・管理、廃油の処理・管理状況をチェ
ち入り、設備の保守・点検、廃油の処理・管理状況 ックすることは海洋汚染防止に有効であった。
について検査を実施した。

立入検査数 88隻（近畿 40隻、神戸48隻）

③廃油処理事業者への指導 ③廃油処理事業者への指導
廃油処理事業全事業者に対し立入検査を実施し、 廃油処理事業者の処理状況・管理状況に関して立入検査を実施

点検指導を行った。 することは、廃油処理が適正に行われることに効果があった。

立入検査数 近畿 7 神戸 4

④油濁防止管理者養成講習の実施 ④油濁防止管理者養成講習の実施
平成21年1月29日～30日に近畿運輸局において、 油濁防止管理者養成講習を開催し油濁防止管理者を養成したこ

油濁防止管理者養成講習を実施した。 とは、事業者及び管理者が海洋環境の維持・向上のための知識を
習得するのに一役を担っている。

申込者14名、受講者14名
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⑤管内に入港する総トン数100トン以上の外航船舶 ⑤入港外航船舶へのＰＩ保険加入状況の確認及び立入検査等の実
の海難事故に伴う船主責任によるPI保険の加入状況 施
について、船舶代理店等からの保障契約情報で確認 管内に入港する外航船舶のＰＩ保険加入状況については、船舶
するとともに、立入検査（ポートステートコントロ 代理店からの保障契約通報を精査し、保険の加入及び法への適合
ールにおける確認も含む）を実施し、保障契約を締 を確認するとともに、立入検査等を実施した結果、保険未加入船
結していない船舶等に対して行政命令を発出した。 舶の入港を未然に防ぐ等の所用の成果が得られた。

立入隻数 811隻 近畿534隻 神戸277隻
命令発出隻数 16隻 近畿 14隻 神戸 2隻

（内訳）
航行停止命令 0隻 近畿 0隻 神戸 0隻
保険契約締結命令 1隻 近畿 1隻 神戸 0隻
証明書備置命令 15隻 近畿 13隻 神戸 2隻

2.プレジャー 平成21年3月開催の関西舟艇利用振興対策連絡会 関係官庁・自治体等関係機関との意見・情報の交換やイベント
ボート関係環 議において、関係官庁・自治体等と水上バイクの利 等を利用した啓発活動に取り組んだ。引き続き、一般への啓発活
境対策 用に関する意見・情報の交換を行ったほか、関西フ 動も必要と考える。

ローティングボートショー等において、ルール・マ
ナーの向上に向けた啓発活動を実施した。
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